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○
文
部
科
学
省
告
示
第
五
十
五
号

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
八
十
四
条
、
第
九
十
六
条
第
一
項
、
第
百
二
十

九
条
及
び
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
及
び
特
別
支
援
学
校
高
等
部
学
習
指

導
要
領
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

末
松

信
介

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
及
び
特
別
支
援
学
校
高
等
部
学
習
指
導
要
領
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

第
一
条

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
三
十
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い

う
。
）
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改 正 後 改 正 前

第１章 総則 第１章 総則

第５款 生徒の発達の支援 第５款 生徒の発達の支援

２ 特別な配慮を必要とする生徒への指導 ２ 特別な配慮を必要とする生徒への指導

(1) [略] (1) [同左]

(2) 海外から帰国した生徒などの学校生活への適応や，日本語の習 (2) 海外から帰国した生徒などの学校生活への適応や，日本語の習

得に困難のある生徒に対する日本語指導 得に困難のある生徒に対する日本語指導

ア [略] ア [同左]

イ [略] イ [同左]

ウ 日本語の修得に困難のある生徒に対して，学校教育法施行規則 [項を加える。]

第86条の２の規定に基づき，特別の教育課程を編成し，日本語

の能力に応じた特別の指導（以下「通級による日本語指導」と

いう。）を行う場合には，教師間の連携に努め，指導について

の計画を個別に作成することなどにより，効果的な指導に努め

るものとする。

なお，通級による日本語指導における単位の修得の認定につい

ては，次のとおりとする。

(ｱ) 学校においては，生徒が学校の定める個別の指導計画に

従って通級による日本語指導を履修し，その成果が個別に設

定された指導目標からみて満足できると認められる場合に

は，当該学校の単位を修得したことを認定しなければならな

い。

(ｲ) 学校においては，生徒が通級による日本語指導を２以上の

年次にわたって履修したときは，各年次ごとに当該学校の単

位を修得したことを認定することを原則とする。ただし，年

度途中から通級による日本語指導を開始するなど，特定の年

度における授業時数が，１単位として計算する標準の単位時

間に満たない場合は，次年度以降に通級による日本語指導の

時間を設定し，２以上の年次にわたる授業時数を合算して単
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位の修得の認定を行うことができる。また，単位の修得の認

定を学期の区分ごとに行うことができる。

(3) [略] (3) [同左]

備 考 表 中 の [ ] の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る

。
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第
二
条

特
別
支
援
学
校
高
等
部
学
習
指
導
要
領
（
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改 正 後 改 正 前

第１章 総則 第１章 総則

第２節 教育課程の編成 第２節 教育課程の編成

第５款 生徒の調和的な発達の支援 第５款 生徒の調和的な発達の支援

２ 海外から帰国した生徒などの学校生活への適応や，日本語の習得 ２ 海外から帰国した生徒などの学校生活への適応や，日本語の習得に

に困難のある生徒に対する日本語指導 困難のある生徒に対する日本語指導

(1) [略] (1) [同左]

(2) [略] (2) [同左]

(3) 日本語の修得に困難のある生徒に対して，学校教育法施行規則 [項を加える。]

第132条の３の規定に基づき，特別の教育課程を編成し，日本語

の能力に応じた特別の指導（以下「通級による日本語指導」とい

う。）を行う場合には，教師間の連携に努め，指導についての計

画を個別に作成することなどにより，効果的な指導に努めるもの

とする。

なお，視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者であ

る生徒に対する教育を行う特別支援学校においては，通級による

日本語指導における単位の修得の認定については，次のとおりと

する。

ア 学校においては，生徒が学校の定める個別の指導計画に従っ

て通級による日本語指導を履修し，その成果が個別に設定され

た指導目標からみて満足できると認められる場合には，当該学

校の単位を修得したことを認定しなければならない。

イ 学校においては，生徒が通級による日本語指導を２以上の年

次にわたって履修したときは，各年次ごとに当該学校の単位を

修得したことを認定することを原則とする。ただし，年度途中

から通級による日本語指導を開始するなど，特定の年度におけ

る授業時数が，１単位として計算する標準の単位時間に満たな

い場合は，次年度以降に通級による日本語指導の時間を設定

し，２以上の年次にわたる授業時数を合算して単位の修得の認
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定を行うことができる。また，単位の修得の認定を学期の区分

ごとに行うことができる。
備 考 表 中 の [ ] の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る

。



- 7 -

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


